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Ａ. 研究目的 

社会福祉基礎構造改革により、利用者本位の社

会福祉サービスの確立と福祉サービスの質の向

上が目標として明示されるようになっている。こ

のような流れを受けて取り組みの始まっている

福祉サービス第三者評価は、「社会福祉法人等の

提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者

以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観

的な立場から行った評価」であり、サービス事業

所の支援の質を対外的に示すだけではなく、虐待

などの不適切な支援を防止する事業所内部の改

善ツールとして用いることも期待されている*¹。  

近年広がりを見せている障害児者支援の事業

所には、この第三者評価は義務化されていないが、

【研究要旨】近年広がりを見せている障害児者支援の事業所には、この第三者評価は義務

化されていないが、サービス事業所間の支援の質の格差が大きいことが課題となってお

り、第三者評価導入の必要性が指摘されている。しかしながら、任意で受審する既存の第

三者評価の仕組みは、十分に普及しているとは言いがたく、評価に使用する項目の作成だ

けでなく評価者の養成方法、また、評価方法としての普及促進のための方策もあわせて検

討する必要がある。本研究では、第三者評価の仕組みの検討のために、（1）全国社会福祉

協議会福祉サービス第三者評価を調査し、（2）スコットランドにおける福祉サービスの第

三者評価システムと、日本医療機能評価機構における第三者評価システムについての情報

収集を行った。そして、（3）障害児に関わるサービス評価の内容分析と評価項目を検討

し、「外部評価」の項目とシステムを開発し、（4）評価者養成方法およびその評価を実施

した。全国 41 か所の障害児支援施設の外部評価試行を実施し、（5）その実施可能性、お

よび（6）外部評価の総合的段階評価を検討した。当事者の意見を収集するために、（7）
Web アンケートにより（7）障害児支援の質を評価するための項目について、保護者視点に

基づく重要度評価をしてもらい、項目の再検討の資料とする。（8）第三者評価の普及推進

活動の検討を検討するために、障害児通所支援事業所の外部評価におけるフォローアップ

の必要性とそのあり方、に関する検討を行った。本研究により、障害児支援のサービスの

質を評価するための外部評価項目およびシステムが開発され、我が国における実施可能性

が検討された。 
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サービス事業所間の支援の質の格差が大きいこ

とが課題となっており、第三者評価導入の必要性

が指摘されている。しかしながら、任意で受審す

る既存の第三者評価の仕組みは、十分に普及して

いるとは言いがたく、評価に使用する項目の作成

だけでなく評価者の養成方法、また、評価方法と

しての普及促進のための方策もあわせて検討す

る必要がある。サービス利用者（児童およびその

家族）の満足度は当然のこととして、児童福祉サ

ービスが国民の理解と協力に基づき提供されて

いる事実を踏まえ、サービスの説明責任（アカウ

ンタビリティ）に応えられる評価方法という視点

が必要である。サービス事業者の自主的な取り組

みを促すためにも客観的な基準に基づき適切な

サービスを提供している事業者を認証していく

ような仕組みが必要である。 

そこで、本研究では、客観的な手法に基づき検

証を経た障害児支援の第三者評価方法を提示す

ることを目的とする。目的を実現するため課題を

以下にわけてチームで検討する。（1）仕組みの

検討 、（2）評価項目の検討、（3）評価者養成

講座の開発・実施、（4）①～③に基づく評価モ

デル・パッケージ案の作成、（5）現場施設にお

ける評価の試行、（6）評価者養成講座の試行、

（7）⑤～⑥に基づく有効性の検証・改良、（8）

普及推進活動の検討を行う。 

 
Ｂ．研究方法 

 第三者評価の仕組みの検討のために、（1）全

国社会福祉協議会福祉サービス第三者評価、お

よび東京都福祉サービス評価推進機構を調査

し、（2）スコットランドにおける福祉サービス

の第三者評価システムと、日本医療機能評価機

構における第三者評価システムについての情

報収集を行った。（3）障害児に関わるサービス

評価の内容分析と評価項目の検討、（4）評価者

養成方法の開発と評価に関する研究、（5）外部

評価の実施可能性に関する検討、（6）外部評価

の総合的段階評価に関する検討、（7）障害児支

援の質を評価するための項目：保護者視点に基

づく重要度評価、（8）第三者評価の普及推進活

動の検討：障害児通所支援事業所の外部評価に

おけるフォローアップの必要性とそのあり方、

に関する検討を行った。詳細は各研究分担報告

書に記す。 

 
Ｃ．研究結果と考察 

第三者評価の仕組みの検討（１）：全国社会福祉協

議会福祉サービス第三者評価 

 

全国社会福祉協議会は、福祉サービス第三者評価

事業の推進及び都道府県における福祉サービス第三

者評価事業の推進組織に対する支援を行う機関であ

る。本研究では全国社会福祉協議会の第三者評価ガ

イドラインの示す第三者評価の方法を文献およびヒ

アリングを通して概観することにより、その特徴と

課題を把握し、今後障害児者福祉に関する外部評価

システムを構築するための参考にすることを目的と

して行った。具体的には、概要、第三者評価の意義

と目的、予算、評価システム、評価項目、評価の方

法、評価機関と評価者、受審方針、費用・負担軽減と

受審促進、受審率、評価者養成の仕組み、評価結果

等の公表と活用、という観点でその特徴を把握した。

これらの結果を踏まえ、今後全国社会福祉協議会の

第三者評価事業と共存しつつ、我が国が目指すべき

外部評価の枠組みに関して、(1)コンサルテーション

と第三者評価、（2）利用者評価、自己評価、第三者
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評価、（3）受審率問題とインセンティブ、義務化を

めぐって、（4）評価会社の選択と評価者、および評

価の信頼性について、（5）アウトカム指標、（6）事

業者のニーズと負担、（7）利用者のニーズ、につい

て考察を行った。 

 

第三者評価の仕組みの検討（２）：東京都福祉サー

ビス評価推進機構 

 

我が国の代表的な第三者評価機関である東京都福

祉サービス評価推進機構の評価の枠組みについて、

その長所と改善点を把握し、今後の外部評価システ

ムを構築するための参考にすることを目的として行

った。ヒアリング、文献検討、インターネット検索

を行い、概要、予算、評価の方法、評価機関と評価

者、評価者、受審方針、費用・負担軽減と受審促進、

受審率、評価者養成の仕組み、評価内容、評価の表

し方、評価制度の運営、評価結果等の公表、という

観点から特徴を把握した。その結果を踏まえて、（1）

評価会社の選択と評価者、（2）利益・費用の問題、

（3）長所と改善点、という点について考察した。 

 

スコットランドにおける福祉サービスの第三者評価

システムと、日本医療機能評価機構における第三者

評価システムについての情報収集、並びに、九州地

区の児童福祉施設に対する評価試行 

 

スコットランドでは福祉サービス基準が改定され、

2018 年から新たに施行されている。新しい基準

Health and Social Care Standardsは完全に当事者

主体のものであり、改善 improvement と柔軟な対応

flexibility と革新 innovation を奨励している。1

年目に、本 Standardについて情報収集を行った。ま

た、同国の第三者評価機関 Care Inspectorate

（Dundee市） を訪問し、福祉事業所に対する第三者

評価のあり方について情報収集を行った。評価の眼

目は、①良いリーダーシップ、②良い職員、③利用

者と事業所の間の良いコミュニケーションであった。 

さらに、異分野における第三者評価の先行事例とし

て、日本医療機能評価機構による病院機能評価につ

いて、情報収集を行った。同評価機構では現在第３

世代 Version2が運用されている。ストラクチャー、

プロセス、アウトカムの３つの評価項目のうち、重

点は近年ストラクチャーからプロセスに移行した。 

2年目は、協力者の方々に研究班での評価者養成講

座を受講いただき、九州地区の 5箇所の児童福祉施

設において、第三者評価（「外部評価」と改称）の

試行を行っていただいた。うち 3施設では、医療型

障害児入所施設に対する評価を行った（評価結果は、

班全体の報告書に反映されている）。 

また、スコットランドの福祉サービス基準 Health 

and Social Care Standardの全訳を行った。 

 

障害児に関わるサービス評価の内容分析と評価項

目の検討 

 

本研究の目的は、障害児支援サービスの第三者評

価に関わる既存の文献・資料の検討と整理、その中

における障害児支援サービスの第三者評価項目の

内容と特徴の整理をふまえて、障害児支援サービス

の実態に即した外部評価項目の基礎資料を作成す

ることを目的とした。 

平成 29 年度は、障害児支援サービスとして、放

課後等デイサービスと（福祉型）障害児入所施設を

対象として、第三者評価項目の検討を行った。その

結果、障害児支援サービスの第三者評価に関わる文

献・資料の検討では、既存の第三者評価項目ごとの

評価に対しての評価基準は出来てきても課題があ

ることが示された。これらの課題をふまえて作成し

た放課後等デイサービスおよび（福祉型）障害児入
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所施設外部評価の項目では、①子どもを主体とした

理念・方針、②日常的な生活（生活支援）、③人・

社会との関わり（地域支援）④家族との関わり（家

族支援）から構成することの必要性を提案した。 

平成 30 年度は、国内と海外の第三者評価資料を参

考に、利用者視点による外部評価項目の基礎資料案

を作成した。その後、作成した外部評価項目案をも

とに障害児支援の事業所の関係者に対して面接調

査を実施し、組織マネジメントの視点から子ども視

点への気づきについてはナラティブ分析、事業所種

別については事例-コード・マトリックス法で分析

した。また、子どもの権利条約と障害者権利条約と

外部評価の基礎資料案との突合作業を行い、医療、

福祉、教育現場の専門職に対してエキスパートレビ

ューを実施し項目案の内容的妥当性を検討した。 

評価者が利用者視点から評価することを意識する

ために、可能な範囲内で評価項目の主語を「子ども

一人一人は」に統一した。作成した外部評価案の関

係者への面接調査の結果、職員が子ども一人一人の

視点から支援を見直すことの重要性が明らかにな

った。また、本来保障されるべき子どもの権利保障

が、生活する場所（事業所別）や障害種別、障害の

程度などを配慮することによって、困難な現状が示

唆された。さらに、外部評価案の作成のための専門

職へのエキスパートレビューを 18 回開催し、障害

児支援のサービスの実態を評価するための５領域

（子ども一人一人を主体とした事業方針、日常的な

生活、人との関わり、子どもと家族との関わり、社

会との関わり）、33評価項目とする外部評価の基礎

資料を作成した。 

 

評価者養成方法の開発と評価に関する研究 

 

障害児の福祉サービスについて外部評価を行う

ものを養成する研修に必要な事項について、国内外

の制度を参照するとともに、全国の運営適正化委員

会等から意見を収集した。キャリアパスの視点から

養成研修の受講者の要件として「実務経験または施

設管理者の経験」と「3年ないし 5年」という数値

の組み合わせで検討することが適当と考えた。この

要件で養成研修を行いマニュアルを作成した。評価

項目の実用性を高める目的で評価者を対象とした

アンケートにより評価項目の改善点について意見

を収集した。受講者の要件に合わせたプログラムを

組みモデルケースを用いた評価を行うことにより

評価項目への理解を深めること、アンケートの回答

をもとに項目の説明を見直すなどすることにより、

評価項目の実用性を高めることができると考えた。 

 

外部評価の実施可能性に関する検討 

  
本研究では、研究班で作成した外部評価項目

および外部評価システムを用いて、実際に全国

の障害児支援施設 40 施設に対して、外部評価

の試行を行うことを目的とした。ベストプラク

ティスを実施していると、研究班員 2 名以上か

ら推薦された全国の障害児支援施設 20 施設の

責任者に対して、研究班で決めた 6 つの理念そ

れぞれを具体的に実現するための方法につい

て、Web アンケートを用いて自由記述で回答を

求めた。得られた回答について KJ 法を実施し、

小澤班で作成された 33 項目の基礎項目を足し

て 120 項目の素案を作成した。その後、Web ア

ンケートに回答した協力者 16 名に対して、集

合型の調査会を実施し、120 項目について、障

害児支援施設のサービスの質を評価するため

の項目としての過不足や改善案を尋ねた。得ら

れた意見をもとに研究班で調整を行い、101 項

目が提案され、評価者養成講座で区別が難しい
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と指摘された項目を除いた100項目が外部評価

の試行で使用された。 

外部評価の試行は、主任研究者、研究分担者、

評価者養成講座参加者のいずれかまたは複数

で１～２名で 1 日かけて行った。事業者インタ

ビュー、支援場面の直接観察、個別支援計画書

等の関連書類の閲覧、保護者を含む利用者の意

見聴取を実施し、複数の情報源からの情報をも

とに外部評価項目それぞれに対して 2、1、0 の

3 段階で評価した。その結果、児童発達支援、

放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、入

所施設（医療型）、入所施設（福祉型）の 5 種

類の施設種別すべてに対して、計 41 施設に対

して外部評価が実施された。事業者の自己評価、

外部評価者の外部評価の結果を検討するため

に、外部評価 100 項目それぞれの評価結果（2、

1、0）得点分布を求めた。また、障害児支援施

設の外部評価者が 2名で試行を行った場合には、

外部評価の単純一致率を求めた。さらに事業者

の自己評価と外部評価者の外部評価結果の単

純一致率を求めた。 

事業者の自己評価と外部評価者の外部評価の

得点分布をみると、分布が２に大きく偏ってい

る項目が複数みられた。これらの項目について、

文言を修正する、あるいは基準項目としてそれ

らの項目で１または０が評価されている場合

には、より詳細に評価を実施するまたはより低

い総合評価になるなど、項目の重みづけをする

必要性が示唆された。外部評価者間の単純一致

率は 46～88％の範囲をとり、平均 70％であっ

た。適度な信頼性を有していると考えられる。

事業者と外部評価者の単純一致率は 0～100％

の範囲、平均 51％であり、一致率には大きなば

らつきが見られた。事業者と外部評価者の単純

一致率が平均 51％であったことから、外部評価

項目の妥当性とシステムの有効性が示唆され

た。この評価が一致しない項目については、よ

り丁寧に対話することにより、サービスの質を

向上するための切り口になりえるのではない

かと考える。 

 
外部評価の総合的段階評価に関する検討 

 
本研究は質の高いサービスを提供する児童

福祉施設の増加に寄与することを目指してい

る。本年度は、研究班が作成した外部評価を児

童福祉施設 41 施設に対して試行した。評価は

研究分担者、研究協力者および施行評価者養成

講座の受講者の 1名以上が施設を訪問し 1 日以

上かけ外部評価項目に沿って事業所インタビ

ュー、支援場面の観察、個別支援計画等関連書

類の確認、および利用者の保護者からの聞き取

りを行なった。外部評価協力者と研究班との合

議を実施した 30 施設に対して、各児童福祉施

設が提供するサービスの質を暫定的に A～D の

４段階で総合的な評価を行い、その施設および

サービスの質の概要を記述した。 

A、B、C、D の総合評価を受けたのは、それ

ぞれ 3、11、15、1 施設であった。研究班で作

成した外部評価のシステムは、児童福祉施設の

サービスの質を総合的に分類することができ、

また、A 評価が多いとされる第三者評価との差

別化もなされていることが示唆された。C 評価

を受ける施設数がもっとも多かったが、事業者

に結果をフィードバックする際に、4 段階中の

3 番目であることを伝えることにより、サービ

スの質向上に対する事業者のモチベーション
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を損なう可能性が危惧された。この外部評価の

システムは、単に査定するだけでなく、児童福

祉施設のサービスの質の向上に寄与すること

を意図しているため、総合的段階評価を 5 段階

評価にするなど、今後の検討点が明らかになっ

た。 

 
障害児支援の質を評価するための項目：保護者

視点に基づく重要度評価 

 

 障害児支援施設の支援の質を評価するための外

部評価の項目案に対して、当事者の意見を収集す

ることを目的として、障害児をもつ全国の保護者

にアンケート調査を実施した。外部評価の項目案

に対して、とても重要であるから全く重要ではな

いまで 5件法で Webアンケートにて回答を求めた。

1～138名（男：女＝10：128）から回答が得られ、

ほとんどの項目で重要であると判断された。とり

わけ重要度が高いと判断されたのは、障害特性に

基づく支援、個別のニーズに基づく支援、ほめら

れる機会と失敗しても修正できる機会があること、

支援者から穏やかな声で対応されていること、保

護者と支援者の適切な情報共有であった。一方、

重要度が低いと判断されたのは、3 項目のみであ

り、ボランティアの受け入れ、できるだけ失敗せ

ずに学ぶこと、祖父母への心理教育であった。以

上の結果より、外部評価項目案に対して、保護者

は重要であると判断し、項目の妥当性が確認され

た。とりわけ、障害特性および個別のニーズに基

づく支援に対して、重要度の認識が高かったこと

から、支援の第一歩として、障害特性と個別のニ

ーズに対するアセスメントが重要であると考えら

れる。重要度が低いと判断された項目に対しては、

今後修正するあるいは削除するなどを検討するた

めの資料が得られた。 

 

第三者評価の普及推進活動の検討：障害児通所支援

事業所の外部評価における フォローアップの必要

性とそのあり方 

 

   障害児支援分野における第三者評価（本研究では

「外部評価」と呼ぶ）の普及推進活動のあり方につ

いて、先行研究において指摘されている既存の「第

三者評価」の課題を踏まえた上で、4か所の放課後等

デイサービス事業所に対する調査を実施し、以下の

結論に達した。 ①外部評価の客観性や公平性が担保

されていることが必須であり、そのために評価者の

質を保 証するための養成講座や研修等のあり方を

明確にしていくことが重要である。 ②受審に係る事

業所側の事務的負担については、業務に支障が生じ

ることがないよう配慮する と共に、費用負担につい

ても公的に援助していくなどの推進策を講じること

が必要である。 ③利用者に対する外部評価の認知度

や有用性を高めていくためには、WEB だけでなく、

専門 職による丁寧な説明を行い、保護者が特に重視

する内容（活動内容、保護者対応、職員の専 門性な

ど）を中心に公表することが望ましい。 ④支援の質

的の向上を図るためには、外部評価によって客観的

に見出された課題等が具体的に 改善されるように、

事業者に対する評価後のフォロー（アドバイス、事

後研修、コンサルテーションなど）を評価プロセス

に組み込むことが望ましい。 上記④の調査結果に示

されているように、外部評価については、受審後に

具体的な支援の質 的向上に結び付くようなフォロ

ーアップが必要とされている。障害児通所支援事業

所 2 か所に おいてフォローアップを試行的に実施

し、その必要性及び課題等について調査を行った結

果、下記のような結論に達した。 ①受審後のフォロ

ーアップは、職員の専門性を高める機会となり得る

ことから、現場の課題等 を具体的に解決する方策と
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して有効であることが示唆された。 ②外部評価とそ

の後のフォローアップを一体的に実施し、支援の質

的向上を図るためには、外 部評価の結果について職

員間で十分に共有し、研修やコンサルテーションに

おいて扱う課題 や内容等に関するニーズを明確に

した上で、フォローアップを行うことが重要である。 

③事業所側の負担については、評価項目の多さなど

に加え、受審日等に向けて職員の出勤を調整するな

どの現実的な課題が挙げられる。業務に差支えがな

いように外部評価やフォローアップを行うためには、

より簡易な受審方法や、研修等に参加するための代

替職員の確保等について更なる検討が必要である。 

 

Ｄ．結論 

 本研究では、客観的な手法に基づき検証を経た障

害児支援の第三者評価方法を提示することを目的と

して実施された。国内外の第三者評価のレビューや

インタビューを経て、（1）仕組みの検討、および（2）

評価項目の検討が行われ、（3）評価者養成講座が開

発された。（4）これらに基づく外部評価モデル・パ

ッケージ案が作成され、（5）我が国の現場施設にお

ける評価の試行が実施され、（6）外部評価システム

の実行可能性が検討され、さらに（7）普及推進活動

の検討が行われた。我が国の実情に見合った外部評

価システムが開発、実施され、一定の有用性が示さ

れた一方で、また今後の課題も明らかになった。 

 

Ｅ．研究発表 

別紙のとおり 
 

Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 1. 特許取得 
 なし 
 
 2. 実用新案登録 
 なし 
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